
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組蓄電池と少なくとも該組蓄電池の充放電状況に関する情報を記憶する記憶手段とを対
にして設けた電池ユニットを、複数個着脱可能に搭載し、
　その各電池ユニットと装置本体側の電池ユニット装着部とに、前記電池ユニットの着脱
に伴って装置本体側との電気的な接離を行なう接続手段を設け、
　前記装置本体側に、負荷を駆動する駆動手段と、搭載された前記各電池ユニットの前記
記憶手段に記憶されている情報を参照して前記組蓄電池を充電する充電手段と、搭載され
た前記各電池ユニットの記憶手段に記憶されている情報を参照して、該各電池ユニットか
ら前記駆動手段への電力の供給を制御する制御手段とを備え、
　前記充電手段は、前記各電池ユニットの前記記憶手段に記憶されている少なくとも前記
組蓄電池の充放電状況に関する情報を読み出す手段と、該記憶手段に少なくとも同一ユニ
ット内の前記組蓄電池の充放電状況に関する情報を書き込む手段とを
　

ことを特徴とする電動装置。
【請求項２】
　組蓄電池と、少なくとも該組蓄電池の充放電状況に関する情報を記憶する記憶手段と、
前記組蓄電池を充電するための充電手段とを設けた電池ユニットを、複数個着脱可能に搭
載し、
　その各電池ユニットと装置本体側の電池ユニット装着部とに、前記電池ユニットの着脱
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有し、
前記制御手段は、前記各電池ユニットの前記記憶手段に記憶されている情報を読み出し

て装置全体の動作を制御する手段を有する



に伴って装置本体側との電気的な接離を行なう接続手段を設け、
　前記装置本体側に、負荷を駆動する駆動手段と、搭載された前記各電池ユニットの記憶
手段に記憶されている情報を参照して、該各電池ユニットから前記駆動手段への電力の供
給を制御する制御手段とを備え、
　前記各電池ユニットの充電手段には、前記搭載された各電池ユニットの記憶手段に記憶
されている情報を相互に参照して充電順位を決める手段を有することを特徴とする電動装
置。
【請求項３】
　組蓄電池と、少なくとも該組蓄電池の充放電状況に関する情報を記憶する記憶手段と、
前記組蓄電池と直列に接続されたスイッチとを設けた電池ユニットを、複数個着脱可能に
搭載し、
　その各電池ユニットと装置本体側の電池ユニット装着部とに、前記電池ユニットの着脱
に伴って装置本体側との電気的な接離を行なう接続手段を設け、
　前記装置本体側に、負荷を駆動する駆動手段と、搭載された前記各電池ユニットの前記
記憶手段に記憶されている情報を参照して前記スイッチを介して前記組蓄電池を充電する
充電手段と、搭載された前記各電池ユニットの記憶手段に記憶されている情報を参照して
、該各電池ユニットの前記スイッチを介して前記組蓄電池から前記駆動手段への電力の供
給を制御する制御手段とを備え、
　前記充電手段は、前記各電池ユニットの前記記憶手段に記憶されている少なくとも前記
組蓄電池の充放電状況に関する情報を読み出す手段と、該記憶手段に少なくとも同一ユニ
ット内の前記組蓄電池の充放電状況に関する情報を書き込む手段とを有することを特徴と
する電動装置。
【請求項４】
　請求項１又は３に記載の電動装置において、
　前記充電手段が、前記電動装置本体に対して着脱可能なユニットに構成されていること
を特徴とする電動装置。
【請求項５】
　請求項 に記載の電動装置において、前記制御手段は、前記各電池ユニットの前
記記憶手段に記憶されている情報を読み出して装置全体の動作を制御する手段を有するこ
とを特徴とする電動装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の電動装置において、前記各電池ユニットの前記
記憶手段が、前記組蓄電池の特性に関する情報も記憶し、
　前記充電手段は、前記各電池ユニットの前記記憶手段に記憶されている前記組蓄電池の
特性に関する情報を参照して、該組蓄電池をその特性に合わせて充電制御する手段を有す
ることを特徴とする電動装置。
【請求項７】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の電動装置において、前記各電池ユニットの前記
記憶手段が、前記組蓄電池の特性に関する情報も記憶し、
　前記制御手段は、前記各電池ユニットの前記記憶手段に記憶されている前記組蓄電池の
特性に関する情報を参照して、該組蓄電池からの放電をその特性に合わせて制御する手段
を有することを特徴とする電動装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の電動装置において、前記制御手段は、前記各電
池ユニットに記憶された情報に基づいて、該各電池ユニットの組蓄電池の残存容量を表示
し、充電を要する組蓄電池がある場合には充電要求の表示及び／又は警報を行なう手段を
有することを特徴とする電動装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一項に記載の電動装置における前記電池ユニットの充放電方
法であって、
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　前記搭載された各電池ユニットの組蓄電池を前記記憶手段に記憶されている情報を参照
して、残存容量が多い順に放電させ、残存容量が少ない順に充電することを特徴とする充
放電方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至８のいずれか一項に記載の電動装置における前記電池ユニットの充放電方
法であって、
　前記搭載された各電池ユニットの前記記憶手段に記憶されている情報を参照して、残存
容量が少ない順に放電させ、残存容量が所定値以下になったら充電することを特徴とする
充放電方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至８のいずれか一項に記載の電動装置における前記電池ユニットの充放電方
法であって、
　前記搭載された各電池ユニットの前記記憶手段に記憶されている情報を参照して、１又
は複数個の電池ユニットを選択してその各組蓄電池を放電させ、残りの１又は複数個の電
池ユニットを選択してその各組蓄電池を充電することを特徴とする充放電方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、電池による電気エネルギを動力源とする電動二輪車や電動車椅子等の電動
車両のような電動装置と、その電池ユニットを充電するための充電装置、およびその電池
ユニットの充放電方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　電動二輪車や電動車椅子のように、複数の蓄電池からなる組蓄電池を動力源として搭載
した電動車両がある。この種の電動車両には、搭載されている組蓄電池からの電気エネル
ギ（電力）でモータを駆動し、その駆動力のみで走行する車両や、モータの駆動力と人力
との合力で走行する車両、あるいはガソリンエンジンの駆動力とモータの駆動力を切り替
えて用いる車両等がある。
【０００３】
　これらの車両等に動力源として搭載される蓄電池は、頻繁に充電する必要があるが、そ
の充電方法としては、車両から取り外して充電する単体充電方法と、車両に搭載したまま
充電する車載充電方法とがある。
【０００４】
　例えば、電動車両のような電動装置において車両本体の重量に比べて重量の重い大容量
の蓄電池を搭載する必要がある場合がある。その場合には、電池の重量が大きいため人手
による蓄電池の取り外しや運搬には困難を伴う。そのため電動装置である車両に充電装置
も備えており、車両を商用電源の近くに移動して充電する方法が採られている。また、車
両に搭載する蓄電池の重量が比較的小さい場合には、蓄電池を車両から取り外し、別に設
置された充電装置に接続して充電する方法が採られることもある。
【０００５】
　ここで、蓄電池として組蓄電池を用いた従来の電動装置とその組蓄電池の充電方法につ
いて、図１５から図２０を用いて説明する。図１５乃至図１７は、電池部とその充電装置
とを固定して搭載した電動装置の例である。その各電動装置２００，２１０，２２０はい
ずれも、並列に接続された充電装置２０１、電池部２０２、制御装置２０３、および駆動
装置２０４と、その駆動装置によって駆動されて、車輪等の走行部を駆動する電動機 (モ
ータ )２０５とから構成されている。
【０００６】
　そして、これらの電動装置は、電池部２０２の放電による電力を駆動装置２０４に供給
し、電動機２０５を駆動し、その動力で車輪等の走行部を駆動する。制御装置２０３は、
その駆動装置２０４の動作を制御する。
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【０００７】
　図１５に示す電動装置２００は、電池部２０２として例えば鉛蓄電池による一組の組蓄
電池２０２ａを搭載しており、電動車椅子や電気スクータ等に多く用いられている。そし
て、組蓄電池２０２ａが鉛蓄電池の場合の電池部２０２の重量は、約３０～６０ Kg程度と
重い。
【０００８】
　図１６に示す電動装置２１０は、電池部２０２として複数組の組蓄電池２０２ａを搭載
しており、単体の蓄電池をｎ個直列に接続した組蓄電池２０２ａをｍ列並列に接続して電
池部２０２を構成することができる。
　図１７に示す電動装置２２０は、電池部２０２として複数（ｍ個）の組蓄電池ユニット
２０２ｂを並列に接続して搭載したもので、その各組蓄電池ユニット２０２ｂは、単体の
蓄電池をｎ個直列に接続して構成されている。
【０００９】
　これらの電動装置２１０，２２０は、長時間稼動する電動車両や、重量の大きな物体を
動かす電動装置等、大容量あるいは大電力の電力源を必要とする電動フォークリフトや電
動運搬車などに多用されている。これらは電池部２０２の重量が６０ Kgを超える重いもの
が多い。
【００１０】
　また、これらの電動装置２００，２１０，２２０は、いずれも電池部２０２と共に、そ
れを充電するための充電装置２０１を搭載しているため、電池部２０２の組蓄電池２０２
ａあるいは組蓄電池ユニット２０２ｂを充電する際には、その電動装置を車両ごと商用電
源１００の近くに移動あるいは輸送して、充電装置２０１に商用電源１００を接続し、そ
の充電装置２０１によって充電電流を組蓄電池部２０２に供給して行なう。あるいは、専
用の装置によって電池部２０２を車両から取り外して充電することも可能である。
【００１１】
　なお、図１６および図１７に示した電動装置２１０，２２０は、各電池部２０２を構成
する複数の各組蓄電池２０２ａあるいは各組蓄電池ユニット２０２ｂを一つの単位として
充電および放電を行なうことも可能である。
【００１２】
　一方、図１８乃至図２０の（Ａ）に示す電動装置３００，３１０，３２０は、充電装置
を搭載しておらず、それぞれ（Ｂ）に示す充電装置３０１を、車庫やサービスエリヤなど
に備えている。また、図１８，１９，２０における各電池部３０２は、それぞれ図１５，
１６，１７における各電池部２０２と同様な組蓄電池３０２ａあるいは組蓄電池ユニット
３０２ｂによって構成されているが、電動装置３００，３１０，３２０の本体に対して着
脱可能なユニットとなっており、本体との間に電気的な接続を行なうためのコネクタ３０
６ａ，３０６ｂを設けている。その他の構成は、図１５乃至図１７に示した電動装置と同
様である。
【００１３】
　これらの電動装置３００，３１０，３２０に着脱可能に搭載された電池部３０２を充電
する際には、その電池部３０２を装置本体から取り外して移動し、図１８，１９，２０の
（Ｂ）に示すように、別に設置され、商用電源１００に接続されている充電装置３０１に
装着して充電する。
【００１４】
　これらの電池部３０２の組蓄電池３０２ａあるいは組蓄電池ユニット３０２ｂとしては
、例えば重量が 1.8～ 3.5Kg 程度と比較的軽量なニッケル・カドミウム (Ni-Cd）電池が用
いられ、電動アシスト自転車等に多く搭載されている。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
　このような電動装置においては、電動アシスト自転車のように電池部の電池容量や供給
電力をそれ程必要としない場合には、電池部が人の力で容易に持ち運び出来る程度の重量
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であるため、電池部を車両から取り外して充電することが容易である。しかし、一般の電
動装置の電池部はかなりの重量を有するため、それを充電するには、商用電源等の充電可
能な電源のある所へ電動装置（車両）自体を移動するか、あるいは電池部を何らかの運送
手段で充電装置が備えられている所まで運んで、充電しなければならないという不便さが
ある。
【００１６】
　また、上述した各電動装置は、電池部２０２又は３０２が１個（一組）しか搭載されて
いないので、電池部の組蓄電池の蓄電状態が所定の規定値（電池の仕様や電動装置の要求
条件等によって決まる）を下回って使用不可能になると、その他の制御装置や駆動装置等
が使用可能であっても、電動装置そのものが使用不可能になってしまう。そこで、電池部
が取り外し可能であれば、使用不能になった電池部を別の電池部に交換した上で使用しな
ければならない。
【００１７】
　あるいは、組蓄電池の蓄電状態が規定値を下回って使用不可能になった電池部を充電す
る必要があるが、その場合、充分に容量の大きな充電装置を用いない限り、電動装置を使
用可能な状態にするまで充電するには長時間を必要とするという問題がある。
【００１８】
　さらに、電池部として、前述の図１７，１８あるいは図１９，２０に示した電動装置の
ように、電池部に複数の組蓄電池あるいは組蓄電池ユニットを並列に接続して構成されて
いる場合には、各組蓄電池あるいは組蓄電池ユニット毎に充電量のバラツキを生じないよ
うに、そのバラツキを許容範囲内に収めるか、もしくはそれを制御するための手段が必要
になる。
【００１９】
　また、特に電池部にニッケル・カドミウム (Ni-Cd)電池やニッケル・水素 (Ni-MH)電池等
を使用する場合には、放電深度が浅い状態で充電と放電を繰り返して使用すると、電池の
容量が減少するいわゆるメモリ効果を生じるので、これを防止する手段が必要となる。
　そして、電動機等の負荷側からの回生電力を電池部に還元する場合、電池部の状態すな
わち放電度合いによっては、充電が不可能になる場合も有り、回生電力を効率よく蓄電す
ることができなかった。
【００２０】
　そこで、電動車両の特性に応じて、必要な容量の組蓄電池を分割した形態で搭載し、そ
の各組蓄電池を直列あるいは並列に接続可能にし、必要に応じて単独もしくは組み合わせ
て充電あるいは放電させることにより、充放電時における組蓄電池からの放熱性を向上さ
せ、熱による劣化の要因を低減し、組蓄電池の長寿命化を図り、さらに、組蓄電池の残存
容量や充電状態を容易に知ることが出来るようにした電動車両用電力供給方法及びその装
置が提案されている（特開平９－２９８８０５号公報参照）。
【００２１】
　この電動車両は、発進及び加速時等の負荷が大きいときには、各組蓄電池を並列に接続
して大電流放電させ、発進後一定速度で走行する時等の負荷が小さくなた時には、単独又
は必要に応じて複数の組蓄電池によって小電流放電する。
　その複数組の各組電池は、互いに接触しないようにして車両に搭載され、固定されてい
る。
【００２２】
　また、この電動車両における各組蓄電池の管理は、フル充電状態の組蓄電池の使用を基
本とし、複数の組蓄電池の中の１つを放電させてその組蓄電池の容量がなくなると、次の
組蓄電池を放電させるという方法で行なわれる。
【００２３】
　このように、この電動車両は複数の組蓄電池を一組ずつ放電させ、その放電が終わった
ら残りの組蓄電池の残存容量を表示することができ、それによって、装置全体での組蓄電
池の残存容量を容易に知ることができるようにしている。
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　また、その組蓄電池を充電する場合には、放電の時と逆の順序で行なうように装置の制
御を行なっている。つまり、充電は必ず満充電まで行う必要があるということになる。
【００２４】
　しかし、車両の発進、加速時等の大きな負荷がかかり大電流放電を必要とする時には、
並列接続した複数の組蓄電池をそれぞれ放電させるし、定速走行時のような軽負荷時には
、単独又は必要に応じて複数の組蓄電池によって小電流放電するため、各組蓄電池の残存
容量の的確な管理が難しく、最も効率のよい放電及び充電の制御を行なうことができない
という問題があった。
【００２５】
　特に、放電深度が浅い状態で充電と放電を繰り返して使用すると、電池の容量が減少す
るいわゆるメモリ効果を生じる組蓄電池を使用する場合、そのメモリ効果を防止するため
の個々の組蓄電池に対する最適な充放電制御を行なうのが望ましいが、そのような制御が
難しかった。
【００２６】
　また、規定残容量までの放電が終了した組蓄電池を車両から取り外して、他の場所で充
電装置によって充電しようとした時、電池の管理が画一的な順序管理となっているので、
組電池を取り外した状態で、その充放電状況を確認して、最適な充電制御を行なうことも
できなかった。
【００２７】
　この発明は、上記のような従来の電動装置における問題を解決して、組蓄電池を設けた
電池部の的確な管理並びに常に効率のよい利用を可能にすることを目的とする。さらに具
体的には、以下に列挙するようなことを目的とする。
　 人手による電池部の取外し及び持ち運びを容易にし、充電の際に必ずしも電動装置
を移動させる必要性を無くすとともに、電池部を搬送するための特別な運搬装置も不要に
する。
【００２８】
　 電動装置における電池部の取り扱い性が向上し、使い勝手をよくする。
　 特別な充電装置を必要とすることなく、電動装置の稼動と充電を並行して行なえる
ようにする。
　 電池部の電池特性の管理が可能で、充放電をその電池特性に合わせて自由に選択出
来るようにする。
【００２９】
　 電動装置の電池部として、Ｎｉ－Ｃｄ電池のようにいわゆるメモリ効果が生じる二
次電池（蓄電池）を使用する場合のメモリ効果を防止し、そのリフレッシュを不要にする
。
　 複数組の電池部におけるそれぞれの組蓄電池の充放電状況の検知精度の向上を図る
。
　 組蓄電池の長寿化を図る。
【００３０】
　 異なった種類の組電池でも、組み合わせて使用可能にする。
　 電池スタンドなどに充電装置を設置して、充電の利便化を図るとともに、電池部を
電動装置から取り外しても、その充放電状況を高精度で知ることができるようにし、最適
な充電制御を可能にする。
　さらに、電動機等の負荷側からの回生電力を電池部に還元して、有効に活用できるよう
にする。
【００３１】
【課題を解決するための手段】
　この発明は上記の目的を達成するため、次のような電動装置と、その電池ユニットを充
電するための充電装置と、その電池ユニットの充放電方法を提供する。
【００３２】
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　この発明による電動装置は、組蓄電池と少なくとも該組蓄電池の充放電状況に関する情
報を記憶する記憶手段とを対にして設けた電池ユニットを、複数個着脱可能に搭載し、そ
の各電池ユニットと装置本体側の電池ユニット装着部とに、電池ユニットの着脱に伴って
装置本体側との電気的な接離を行なう接続手段を設けている。
　そして、装置本体側に、負荷を駆動する駆動手段と、搭載された各電池ユニットの記憶
手段に記憶されている情報を参照して組蓄電池を充電する充電手段と、搭載された各電池
ユニットの記憶手段に記憶されている情報を参照して、該各電池ユニットから駆動手段へ
の電力の供給を制御する制御手段とを
　 上記充電手段は、上記各電池ユニットの上記記憶手段に記憶されている少なく
とも上記組蓄電池の充放電状況に関する情報を読み出す手段と、その記憶手段に少なくと
も同一ユニット内の上記組蓄電池の充放電状況に関する情報を書き込む手段とを

有する。
【００３３】
　ここで、組蓄電池にはニッケル・カドミウム電池やニッケル・水素電池のような各種の
二次電池も含む。また記憶装置は、ＥＥＰＲＯＭ，フラッシュＲＯＭ，バッテリにバック
アップされたＲＡＭ等の不揮発性メモリであり、電池ユニット内あるいは電動装置本体側
に設けられた充電手段あるいは制御手段によって、少なくとも組蓄電池の充放電状況に関
する情報を含む各種の情報が書き込まれる。また、予め組蓄電池の種類や特性の情報を書
き込んでおくこともできる。
【００３４】
　この電池ユニットは、電動装置に搭載された状態でも、取り外した単体の状態でも、そ
の記憶手段に記憶されている情報を参照して、内蔵している組蓄電池の充放電状況を正確
に知ることができ、常に適切な充放電制御を行なうことが可能である。
【００３５】
【００３６】
【００３７】
　また、組蓄電池と、少なくとも該組蓄電池の充放電状況に関する情報を記憶する記憶手
段と、上記組蓄電池を充電するための充電手段とを一体化した電池ユニットを、複数個着
脱可能に搭載し、その各電池ユニットと装置本体側の電池ユニット装着部とに、電池ユニ
ットの着脱に伴って装置本体側との電気的な接離を行なう接続手段を設け、装置本体側に
、負荷を駆動する駆動手段と、搭載された各電池ユニットの記憶手段に記憶されている情
報を参照して、該各電池ユニットから駆動手段への電力の供給を制御する制御手段とを備
えるようにしてもよい。
　この場合、各電池ユニットの充電手段には、搭載された各電池ユニットの記憶手段に記
憶されている情報を相互に参照して充電順位を決める手段を有する。
【００３８】
　さらに、組蓄電池と、少なくとも該組蓄電池の充放電状況に関する情報を記憶する記憶
手段とを対に構成し、上記組蓄電池と直列に接続されたスイッチとを設けた電池ユニット
を、複数個着脱可能に搭載し、その各電池ユニットと装置本体側の電池ユニット装着部と
に、電池ユニットの着脱に伴って装置本体側との電気的な接離を行なう接続手段を設け、
装置本体側に、負荷を駆動する駆動手段と、搭載された各電池ユニットの記憶手段に記憶
されている情報を参照して上記スイッチを介して組蓄電池を充電する充電手段と、搭載さ
れた各電池ユニットの記憶手段に記憶されている情報を参照して、該各電池ユニットの上
記スイッチを介して組蓄電池から駆動手段への電力の供給を制御する制御手段とを備え

ようにしても
よい。
【００３９】
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備えている。
さらに、

有し、上
記制御手段は、上記各電池ユニットの上記記憶手段に記憶されている情報を読み出して装
置全体の動作を制御する手段を

、
上記充電手段が、上記各電池ユニットの上記記憶手段に記憶されている少なくとも上記組
蓄電池の充放電状況に関する情報を読み出す手段と、その記憶手段に少なくとも同一ユニ
ット内の上記組蓄電池の充放電状況に関する情報を書き込む手段とを有する



　これらの電動装置によれば、複数の電池ユニットを着脱可能に搭載し、その各電池ユニ
ットに設けられた記憶手段に記憶された組蓄電池の充放電状況に関する情報に基づき、放
電に適した１個又は複数個の電池ユニットを選択して駆動部に電力を供給するように放電
させることができる。
【００４０】
　また、その電池ユニットの組蓄電池を充電する場合も、装置本体側に設けた充電装置、
あるいは各電池ユニット内に設けた充電装置、もしくは充電スタンドなどに設けた充電装
置によって、その電池ユニット内の記憶装置に記憶されている組蓄電池の充放電状況に関
する情報に基づき、単独あるいは複数の電池ユニットに対して選択的に、最適な充電制御
をしながら充電することが出来る。
【００４１】
　これらの電動装置において、上記電池ユニットとは別に設けた充電手段も、電動装置本
体に対して着脱可能なユニットに構成することができ、それによって、その充電手段（充
電ユニット）を１個又は複数個の電池ユニットと共に電動装置から取り外して、電池ユニ
ットの組蓄電池を充電することが
【００４２】
　また、 上記制御手段は、上記各電池ユニットの記憶手段
に記憶されている組蓄電池の充放電状況に関する情報を読み出 全体の動作を制御
する手段を有することが望ましい。
【００４３】
　さらに、上記各電池ユニットの記憶手段が、組蓄電池の特性に関する情報も記憶し、上
記充電手段は、上記各電池ユニットの記憶手段に記憶されている組蓄電池の特性に関する
情報を参照して、該組蓄電池をその特性に合わせて充電制御する手段を有するようにする
こともできる。
　また、上記制御手段は、上記各電池ユニットの記憶手段に記憶されている組蓄電池の特
性に関する情報を参照して、該組蓄電池からの放電をその特性に合わせて制御する手段を
有するようにするとよい。
【００４４】
　また、これらの電動装置において、上記制御手段は、各電池ユニットに記憶された情報
に基づいて、該各電池ユニットの組蓄電池の残存容量を表示し、充電を要する組蓄電池が
ある場合には充電要求の表示又は警報を行なう手段を有するのが望ましい。
【００４５】
【００４６】
【００４７】
　この発明による上記各電動装置における電池ユニットの充放電方法は、上記電動装置に
搭載された複数の上記各電池ユニットの組蓄電池を、それぞれ記憶手段に記憶されている
情報を参照して、
【００４９】
　また、上記電動装置に搭載された各電池ユニットの組蓄電池を、それぞれ記憶手段に記
憶されている情報を参照して、残存容量が少ない順に放電させ、残存容量が所定値以下に
なったら充電するようにしてもよい。
【００５０】
　さらに、上記電動装置に搭載された各電池ユニットの組蓄電池を、それぞれ記憶手段に
記憶されている情報を参照して、１又は複数個の電池ユニットを選択してその各組蓄電池
を放電させ、残りの１又は複数個の電池ユニットを選択してその各組蓄電池を充電するよ
うにしてもよい。
【００５１】
【発明の実施の形態】
　以下、図面を参照してこの発明の好適な実施の形態について説明する。
　この発明による電池ユニットを搭載した電動装置 電動装置における電池ユニッ
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できる。

これらの電動装置においても、
して装置

残存容量が多い順に放電させ、残存容量が少ない順に充電する。

、および



トの充放電方法について、大きく分けて の実施形態について順次説明するが、いずれ
の実施形態においても、主として上記各カテゴリの発明を含む電動装置について説明する
。
　なお、この発明による電動装置は、基本的に組蓄電池と少なくともその充放電状況に関
する情報（組電池の特性に関する情報も含むとよい）を記憶する記憶手段とを常に対にし
て一体化した電池ユニットを、着脱可能に搭載したものである。
【００５２】
　〔第１の実施形態〕
　図１は、この発明の第１の実施形態を示す電池ユニットを搭載した電動装置のブロック
回路図である。
　この実施形態の電動装置１は、複数の電池ユニット２，３，４と、その各組蓄電池２Ｂ
，３Ｂ，４Ｂを充電するための共通の充電ユニット８とを、それぞれ装置本体（図示せず
）に着脱可能に搭載している。
【００５３】
　各電池ユニット２，３，４は同じ構成であり、それぞれ組蓄電池２Ｂ，３Ｂ，４ＢとＥ
ＥＰＲＯＭ等の記憶手段１１，１２，１３を対にして一体化したユニットである。各電池
ユニット２，３，４と装置本体の電池ユニット装着部（図示せず）とには、それぞれ電池
ユニット２，３，４の着脱に伴って装置本体側との電気的な接離を行なう接続手段として
、それぞれ対の端子からなるコネクタＢａ１，Ｂａ２，Ｂａ３、コネクタＢｂ１，Ｂｂ２
，Ｂｂ３、およびコネクタＢｃ１，Ｂｃ２，Ｂｃ３を設けている。
【００５４】
　充電ユニット８は、マイクロコンピュータを有する充電手段５と、各電池ユニット２，
３，４に対応するスイッチＳＷ２１，ＳＷ２２，ＳＷ２３とを内蔵したユニットであり、
装置本体の充電ユニット装着部（図示せず）との間に、充電ユニット８の着脱に伴って、
装置本体側との電気的な接離を行なう接続手段として、それぞれ対の端子からなるコネク
タＣｐ１，Ｃｐ２，Ｃｐ３，Ｃｇ１，Ｃｇ２，Ｃｇ３，Ｃｓ１，Ｃｓ２，Ｃｓ３を設けて
いる。
【００５５】
　さらに、この電動装置１の本体側には、電動装置１全体の動作を制御する制御手段６と
、これに接続されている制御用電源７および駆動手段９と、その駆動手段９によって駆動
されて、図示しない走行部を駆動する電動機等の負荷１０と、各電池ユニット２，３，４
から制御手段６及び駆動手段９への放電（給電）ラインに介挿した３個のスイッチＳＷ１
１，ＳＷ１２，ＳＷ１３とを備えている。
【００５６】
　そして、充電ユニット８内の充電手段５は、各電池ユニット２，３，４の組蓄電池２Ｂ
，３Ｂ，４Ｂに対する充電制御機能と、各記憶手段１１，１２，１３に対する情報の読み
出し及び書き込み機能を有している。また、制御手段６も同様に、その中に全体の信号制
御機能の他に、各電池ユニット２，３，４の記憶部１１，１２，１３に対する情報の読み
出し及び書き込み機能を有している。
【００５７】
　充電手段５は、商用電源１００から交流電力の供給を受け、それを整流・平滑して直流
化し、充電に適した出力電圧に変換する。また、搭載されている複数の電池ユニット２，
３，４の記憶手段１１，１２，１３から組蓄電池２Ｂ，３Ｂ，４Ｂの充放電状況に関する
情報等を読み出して一時記憶し、その情報に基づいて選択した充電ユニットの組蓄電池を
充電すべく、スイッチ２ｎ制御信号によってスイッチＳＷ２１，ＳＷ２２，ＳＷ２３の何
れかを選択的にオンにする。
【００５８】
　図１は、電池ユニットを３個搭載した例を示したが、電池ユニットを２個以上搭載すれ
ば、この発明の目的を達成することができる。また、充電ユニット８も電動装置１の本体
に対して着脱可能に搭載しているので、容易に電動装置１から取り外して、電動装置１の
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２つ



外でも使用可能であるが、電動装置１の本体に固定して設けるようにしてもよい。
　各電池ユニット２，３，４の組蓄電池２Ｂ，３Ｂ，４Ｂは、それぞれ充電可能な蓄電池
あるいは二次電池を複数直列に接続したものである。
【００５９】
　各電池ユニット２，３，４の各記憶手段１１，１２，１３には、各組蓄電池２Ｂ，３Ｂ
，４Ｂの定格容量，温度特性，保存特性等の電池特有の情報、及び充電量，放電量，充放
電回数等の電池の充放電状況に関する情報等を記憶する。
【００６０】
　このように、各電池ユニット２，３，４は、それぞれ固有情報を有しているので、複数
の各電池ユニット２，３，４の着脱は、どのような順番でも構わない。各電池ユニト２，
３，４と制御手段６及び駆動手段９との間の各給電ラインに設けられているスイッチＳＷ
１１，ＳＷ１２，ＳＷ１３は、制御手段６の制御機能に基づいて制御されたＳＷ１ｎ制御
信号により、選択的にオン（ＯＮ）にされ、どの電池ユニットを使用して制御手段６及び
駆動手段９に給電するかの選択に用いられる。
【００６１】
　制御手段６は、その内部にマイクロコンピュータを有し、制御機能と情報読み出し／書
き込み機能との連携により、複数の電池ユニット２，３，４の装着状態を検知するととも
に、その内部の記憶手段１１，１２，１３に記憶されている情報を読み出して一時記憶し
、その情報に基づいて、放電させる電池ユニットを選択し、その放電電流及び放電電圧等
を制御し、必要に応じて使用する電池ユニットの電池特性及び電動装置１の特性に適合し
た管理を行なう。
【００６２】
　さらに、必要に応じて搭載された各電池ユニットの情報、例えば搭載された電池ユニッ
トの個別もしくは複数の電池ユニット全体の電池残容量や、充電が必要な電池ユニットが
ある場合には充電要求等の表示あるいは警報等も行える。すなわち、この制御手段６は、
各電池ユニット２，３，４の記憶手段１１，１２，１３に記憶されている情報に基づいて
、スイッチＳＷ１１，ＳＷ１２，ＳＷ１３のオン／オフの制御と、電動装置１全体の管理
および制御をする機能を有している。
【００６３】
　制御用電源７は、各電池ユニット２，３，４の少なくとも一つが電動装置１に装着され
た場合、制御装置６に必要な電力を供給する機能を有する。充電手段５により各電池ユニ
ットの少なくとも１個の組蓄電池に充電が行われた場合にも、制御用電源７に電力は供給
されるが、この時は必要に応じて作動し、制御手段６に電力を供給する。
【００６４】
　また、この制御用電源７は、各電池ユニット２，３，４の取り外しや電動装置１に停止
指令等があった時は、制御手段６が、駆動手段９による負荷１０の駆動を停止させ、電池
ユニット２，３，４のうち稼動中のものの組蓄電池の充放電状況等の情報をその各電池ユ
ニット内の記憶手段に書き込み、電動装置１の安全な停止等の必要な処理を終了するまで
、制御手段６への電力を供給する。
【００６５】
　駆動手段９は、電動装置１に搭載されている複数の電池ユニット２，３，４から、単独
もしくは必要に応じてそれらを組み合わせた電力の供給を受け、電動機やアクチュエータ
，ランプ類等の負荷１０の駆動および制御を行なう。
　負荷１０の電動機は、図示しない車輪等の走行部を駆動して、電動装置１を走行させる
。アクチュエータはブレーキなどを作動させる。ランプ類はヘッドライト，テールライト
やウインカなどのランプである。
【００６６】
　また、目的応じて充電電流や放電電流を検知する必要性がある場合には、図示していな
いが、例えば電池ユニット２，３，４に対するコネクタＢａ２，Ｂｂ２，Ｂｃ２の接続ラ
イン等の充放電が検知できる箇所に電流検知手段を設けることにより、充電電流及び／又
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は放電電流の的確な情報が得られる。
【００６７】
　同様にして、各電池ユニット２，３，４で使用する組蓄電池の特性に応じて、複数の電
池セル単体のもしくはそのセルブロック全体の電圧を検知する電圧検知手段や、電池セル
単体もしくはそのセルブロック全体の温度を検知する温度検知手段を設けることにより、
各電池ユニット２，３，４内における各組蓄電池２Ｂ，３Ｂ，４Ｂに対する的確な電圧も
しくは温度情報が得られる。これらの各検知手段も、各電池ユニット２，３，４と共に装
置本体に対して着脱可能にするために、その信号線の接続手段を必要とする。
【００６８】
　次に、この図１に示した電動装置１における電池ユニット２，３，４に対する充電動作
について説明する。
　商用電源１００あるいはそれに変わる電源が、充電ユニット８の充電手段５に供給され
、充電動作に入ると、まず充電手段５のマイクロコンピュータが複数の各電池ユニット２
，３，４内の各記憶手段１１，１２，１３へアクセスし、その装着の有無を検知すると共
に、装着されている電池ユニットの記憶手段に記憶されている情報を読み出して取得し、
必要であればその充電手段５が有するメモリにその取得した情報を記憶保持する。
【００６９】
　これによって、電動装置１に装着されている各電池ユニット２，３，４の組蓄電池２Ｂ
，３Ｂ，４Ｂの充放電状況等の情報を、充電手段５が認識する。そして、その認識した各
電池ユニット２，３，４の情報により、例えば最も早く充電が終了する電池ユニットを選
択し、ＳＷ２ｎ制御信号によりスイッチＳＷ２１～ＳＷ２３のいずれかをオンにして、選
択した電池ユニットの組蓄電池の充電動作に入る。
【００７０】
　その電池ユニットの充電が終了すると、充電回数の増加、満充電情報、積算充電量、充
電時温度等の充電情報を、その充電が終了した電池ユニットの記憶手段に書き込み、次に
充電が必要な電池ユニットの充電を開始する。搭載されている複数の電池ユニットのうち
、充電が必要な電池ユニットがなくなるまで充電を行い、それが終了すると充電動作が完
了する。
【００７１】
　また、充電途中で何らかの理由で充電動作を中止した場合であっても、充電終了時の時
と同様に、その充電中の電池ユニットに設けられた記憶手段に、途中までの充電情報を記
憶させるので、その電池ユニットの充放電に際してはその当該情報を活用できる。上述し
た充電動作について、図７および図８のフローチャートを用いて説明する。
【００７２】
　図１における充電ユニット８の充電手段５が、図７および図８のフローチャートに示す
充電動作に入ると、まず図７に示すように、第１の位置に装着された電池ユニットの記憶
装置（この例では電池ユニット２の記憶手段１１）へアクセスして、そこに記憶されてい
る情報（データ）を読み込む。
【００７３】
　次いで、そのデータが正常か否かを判断する。ここで、電池ユニットが装着されていな
い時のデータは全てゼロになるように回路を構成してある。この場合、例えばチェックサ
ムデータを設けて確認する手段を利用してもよい。
【００７４】
　正常なデータか否かの判断の結果、正常 (Ｙ )であれば第１の位置に電池ユニットが装着
されているフラグを立ててから、不正常（Ｎ）であれば何もせずに、次に第２の位置の記
憶装置（この例では電池ユニット３の記憶手段１２）へアクセスして、そこに記憶されて
いる情報（データ）を読み込む。
【００７５】
　そして、そのデータが正常か否かを判断し、正常（Ｙ）であれば第２の位置に電池ユニ
ットが装着されているフラグを立ててから、不正常（Ｎ）であれば何もせずに、次に第３
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の位置の記憶装置（この例では電池ユニット４の記憶手段１３）へアクセスして、そこに
記憶されている情報（データ）を読み込む。
　次いで、そのデータが正常か否かを判断し、正常（Ｙ）であれば第３の位置に電池ユニ
ットが装着されているフラグを立てた後、図８に示す充電の処理に進む。
【００７６】
　データが正常か否かの判断の結果が不正常（Ｎ）であれば、装着フラグが立っているか
否かをチェックし、立っていれば第１及び／又は第２の位置に電池ユニットが装着されて
いるので、図８に示す充電の処理に進むが、立っていなければ、どの装着位置にも電池ユ
ニットが装着されていないと判断して、充電動作をここで終了する。
【００７７】
　図８に示す充電動作の開始により、電池ユニットに対する装着フラグが複数ある場合は
、各記憶手段から取得した情報（組蓄電池の充放電状況に関する情報）に基づいて、例え
ば最も早く充電が終了する電池ユニットを選択し、ＳＷ２ｎ制御信号により、図１に示し
た充電ユニット８内のスイッチＳＷ２１，ＳＷ２２，ＳＷ２３を制御して、その電池ユニ
ットに接続する。それによって、選択した電池ユニットの組蓄電池の充電を開始する。
【００７８】
　充電を開始した後は、その充電を途中で中止する充電停止指令（商用電源の切断、ある
いは図示していない操作盤からの充電停止操作等に基づく指令等）がない限り充電を継続
し、充電が完了する満充電まで行うのが通常の充電方法であるが、途中で充電停止指令が
発せられた時は、それまで充電していた充電情報を、選択して充電していた電池ユニット
の記憶手段に書き込んで充電動作を終了する。
【００７９】
　一方、選択した電池ユニットの組蓄電池の充電を開始すると、その充電中は、充電手段
５の充電制御機能により、選択した電池ユニットの電池特性から必要有りとして予め決め
られた積算充電量や充電時の温度等の充電情報を、予め定められた方法で測定及び演算し
、充電ユニット８内の記憶手段によって記憶保持する。
　そして、選択した電池ユニットの充電が完了すると、その充電情報を選択されている電
池ユニットの記憶手段に書き込む。次いでその電池ユニットに対する装着フラグをクリア
する。
【００８０】
　その後、他の装着フラグが立っているか否かを判断して、立っていなければ（クリヤさ
れていれば）充電動作を完了する。しかし、ここでなお装着フラグが立っている時（クリ
ヤされていない時）は、図８の最初のステップに戻り、上述の処理を繰り返し、残った電
池ユニットの中で最も早く充電が終了する電池ユニット（二番目に充電する電池ユニット
）を選択して充電を開始する。その後の処理は、一番目に充電した電池ユニットに対して
行なったのと同様である。
【００８１】
　その電池ユニットの充電を完了した後、更に他の電池ユニットの装着フラグが立ってい
るときは、同様な動作を繰り返して全ての電池ユニットの組蓄電池の充電を完了する。
　当然のことではあるが、各電池ユニットの記憶手段からの情報により、組蓄電池の充電
が必要でない場合は、充電動作に入らずに装着フラグのみをクリアして対象の電池ユニッ
トに対する処理を終える。これにより、充電直後或いは満充電状態で充電の必要がない電
池ユニットの組蓄電池に再充電して過充電を流すのを防止できる。
【００８２】
　ここで、各電池ユニット２，３，４に設けられている記憶手段１１，１２，１３に蓄積
される情報としては、使用電池（組蓄電池２Ｂ，３Ｂ，４Ｂ）の特性及び電動装置１の特
性上必要な充放電状況に関する情報で、例えば、充電回数、満充電情報、積算充電量、充
電時温度、放電回数、積算放電量、残存容量、放電時温度等がある。この情報の詳細につ
いては後述する。
【００８３】
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　次に、図１に示した電動装置１の稼動（負荷１０の駆動）時の動作について説明する。
　電動装置１の３個所の電池ユニット装着部の少なくとも１個所に電池ユニットが装着さ
れていると、制御用電源７により制御手段６へ必要な電源が供給される。
【００８４】
　制御手段６に電源が供給されると、制御手段６が有する制御機能により各電池ユニット
２，３，４に設けられた記憶手段１１，１２，１３にアクセスし、電池ユニットの装着の
有無と、装着されている電池ユニットの放電に必要な記憶手段の情報を制御手段６が取得
し、それを制御手段６が有する情報記憶機能によって必要に応じて記憶保持する。
【００８５】
　この動作により、前述した充電手段５による場合と同様に、電動装置１に装着されてい
る電池ユニットを認識する。図示していないが、電動装置１への稼動要求信号が制御手段
６に入力されると、制御手段６が取得して保持している上述した放電に必要な情報により
、例えば最も残存容量の少ない電池ユニットを選択する。実際には、組蓄電池の特性や電
動装置の特性等により、放電させる電池ユニットを選択するが、この例では残存容量が最
も少ない電池ユニットを選択する例で説明する。
【００８６】
　そして、ＳＷ１ｎ制御信号によりスイッチＳＷ１１，ＳＷ１２，ＳＷ１３を切り替え、
上記要求に応じて駆動手段９へ信号を送り、駆動手段９は負荷１０である例えば電動機（
図示せず）を駆動し、電動装置を稼動する。
【００８７】
　選択されて放電している電池ユニットが、予め定められた放電終了状態になると、制御
手段６はその電池ユニットの記憶手段に放電情報を書き込む。そして、装着されている他
の電池ユニットの記憶手段からの情報あるいは取得して格納済みの情報により、次に放電
させる電池ユニットを選択し、上述と同様にスイッチＳＷ１１，ＳＷ１２，ＳＷ１３を切
り替え、その選択した電池ユニットを接続し、放電済みの電池ユニットを切り離す。
【００８８】
　また、放電途中において駆動手段９による電動装置１の稼動要求がなくなった場合でも
、放電情報は使用中の電池ユニットの記憶手段に書き込まれる。
【００８９】
　この電動装置の稼働時の動作について、図９及び図１０のフローチャートによって説明
する。
　図１における制御手段６は、図９に示す最初のステップで電動装置の稼動要求の有無を
判断し、稼働要求がなければ待機し、あれば直ちに次のステップへ進んで第１の位置の記
憶手段（図１の例では電池ユニット２の記憶手段１１）へアクセスし、その情報を読み込
む。そして、それが正常なデータ（情報）か否かを判断する。
【００９０】
　その結果、正常（Ｙ）であれば、第１の記憶手段の情報を所定メモリエリアに格納する
。この場合も、充電動作において説明したのと同様に、装着フラグを立て、記憶手段の情
報が必要な場合はその都度その電池ユニットの記憶手段にアクセスするようにしてもよい
。
【００９１】
　上記判断の結果が不正常（Ｎ）の場合は直ちに、正常（Ｙ）な場合は上述の処理を行な
った後、次に第２の位置の記憶手段（図１の例では電池ユニット３の記憶手段１２）へア
クセスし、その情報を読み込む。そして、それが正常なデータ（情報）か否かを判断する
。
【００９２】
　その判断の結果が不正常（Ｎ）の場合は直ちに、正常（Ｙ）な場合は第２の記憶手段の
情報を所定のメモリエリアに格納した後、次に第３の位置の記憶手段（図１の例では電池
ユニット４の記憶手段１３）へアクセスし、その情報を読み込む。そして、それが正常な
データ（情報）か否かを判断する。
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【００９３】
　その判断の結果が正常（Ｙ）であれば、第３の記憶手段の情報を所定のメモリエリアに
格納して、図１０に示す稼働処理へ進む。
　上記判断の結果が不正常（Ｎ）の場合は、所定のメモリエリアに格納情報があるか否か
を判断し、あれば図１０に示す稼働処理へ進むが、なければ第１乃至第３の装着位置のい
ずれにも電池ユニットが装着されていないと判断して、この処理をここで終了する。
【００９４】
　図１０の最初のステップの処理は、所定のメモリエリアに格納された情報の内容を比較
して、例えば最も残容量の少ない電池ユニットを選択して、ＳＷ１ｎ制御信号によりスイ
ッチＳＷ１１，ＳＷ１２，ＳＷ１３を制御して、その選択した電池ユニットを制御手段６
及び駆動手段９に接続する。
【００９５】
　そして、その選択した電池ユニットの組蓄電池を放電させて電力を供給し、稼動要求に
応じて負荷１０を駆動して電動装置１を稼動する。その電池ユニットの組蓄電池の残存容
量があり、稼動要求が継続する間はその電池ユニットは放電を続ける。稼動要求がなくな
った時は、それまでの放電情報を、選択している電池ユニットの記憶手段に書き込んだ後
、処理を終了する。
【００９６】
　また、電池ユニットを選択して放電を開始させると、その放電中は制御手段６の制御機
能により、電池特性及び電動装置特性から必要とされる予め決められた積算放電量及び放
電時温度等を、予め決められた方法で測定及び演算し、制御手段６の情報記憶機能によっ
て記憶保持する。また、必要に応じて当該選択されている電池部の記憶手段に書き込む。
【００９７】
　一方、その稼動要求が継続しているにも拘わらずその途中において、選択した電池ユニ
ットが放電終了の状態になった時は、それまでの放電情報をその選択した電池ユニットの
記憶手段及び必要があれば他の記憶手段、例えば制御手段６が有する情報記憶機能で使用
する記憶手段に格納する。
【００９８】
　次いで、前述の所定のメモリエリアに格納された情報をチェックし、放電可能な他の電
池ユニットがあるか否かを判断し、ＮＯの場合は処理を終了するが、ＹＥＳの時は図１０
の最初のステップに戻って、上述の処理を繰り返し、装着されている他の電池ユニットの
うち、次に残容量が少ない電池ユニットを選択して放電させ、稼働要求がある間負荷を駆
動する。
【００９９】
　図４は、図１に示した電動装置１から、充電ユニット８及び複数の電池ユニット２，３
，４を取り外して充電する場合の接続状態を示す図であり、その充電動作は前述した電動
装置１に搭載した状態での充電動作と同様である。
【０１００】
　この例では、電動装置１から、充電手段８と３組の電池ユニット２，３，４を同時に取
り外して充電する状態を示しているが、電動装置１に搭載した複数の電池ユニットを、必
ずしも全てを同時に取り外して充電する必要はない。
　例えば、電動装置１に搭載された複数の電池ユニットの内、放電を終了した電池ユニッ
ト、もしくは組蓄電池の残容量が少なくなった電池ユニットのみを、充電ユニット８と共
に取り外して充電すれば、その電池ユニットを再び搭載するまでは残りの電池ユニットを
使用して稼動要求に応じて負荷１０を稼動出来る。
【０１０１】
　また、充電ユニット８を電動装置１に固定して設けたり、電動装置に搭載したまま電池
ユニットの充電を行なう場合には、その充電ユニット８に商用電源１００を接続する必要
があるため、電動装置１自体を商用電源１００を接続できる所に停止させておかなければ
ならず、充電中は使用できなくなる。したがって、夜間等の使用しない時間帯に充電を行
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なわなければならない。
【０１０２】
　しかし、この実施形態のように、充電ユニット８と電池ユニット２，３，４を、いずれ
も電動装置１の本体に着脱可能に搭載し、充電ユニット８と充電が必要な電池ユニットの
みを電動装置１から取り外して充電するようにすれば、電動装置１を商用電源に接続する
必要はなく、充電中も上述のように残りの電池ユニットを使用して負荷を駆動し、自由に
走行することができる。
【０１０３】
　この充電ユニット８と、図示は省略しているが、その充電ユニット８と１個または複数
の電池ユニットを着脱自在に装着できる充電ユニット装着部と電池ユニット装着部とを一
体に設け、商用電源への接続コードを設けた充電用ホルダを準備し、その充電ユニット装
着部と電池ユニット装着部に、それぞれ、充電ユニット８および電池ユニット２等との電
気的な接続のための各コネクタを構成する固定端子（充電ユニット８および電池ユニット
２等の対応する各端子と接続する）を設けるとよい。
【０１０４】
　そうすれば、その充電用ホルダの接続コードを商用電源に接続し、充電ユニット装着部
に充電ユニット８を装着し、電池ユニット装着部に充電したい電池ユニットを装着するだ
けで、充電ユニット８と装着した電池ユニットとの間の各コネクタ間の接続が全て完了し
、直ちに充電を開始することができる。
　この充電ユニット８と充電用ホルダによって、この発明による充電装置を構成すること
ができる。電動装置に搭載しない充電装置とする場合には、充電ユニット８と充電用ホル
ダを一体化して充電装置を構成することができる。
【０１０５】
　〔第２の実施形態〕
　図２は、この発明の第２の実施形態を示す電池ユニットを搭載した電動装置のブロック
回路図であり、図１と同じ部分には同一の符号を付してあり、それらの説明は省略あるい
は簡略にする。
【０１０６】
　この第２の実施形態の電池ユニット２２，２３，２４は、それぞれ第１の実施形態の電
池ユニットと同様に組蓄電池２Ｂ，３Ｂ，４Ｂとその充放電状況に関する情報を記憶する
記憶手段１１，１２，１３とを対にして一体化するとともに、それぞれ図１の充電ユニッ
ト８に設けた充電手段５と同様な充電手段２５，２６，２７を内蔵している。したがって
、この場合の電池ユニット２２，２３，２４は電源ユニットとも言える。
【０１０７】
　そして、この各電池ユニット２２，２３，２４は、電動装置１の本体に着脱可能に搭載
される。その各電池ユニット２，３，４と装置本体の電池ユニット装着部（図示せず）と
には、それぞれ電池ユニット２２，２３，２４の着脱に伴って装置本体側との電気的な接
離を行なう接続手段として、それぞれ対の端子からなるコネクタＣａ１，Ｃａ２，Ｃａ３
、コネクタＣｂ１，Ｃｂ２，Ｃｂ３、およびコネクタＣｃ１，Ｃｃ２，Ｃｃ３を設けてい
る。
【０１０８】
　この実施形態の電動装置１は、それぞれ充電手段を内蔵した複数の電池ユニット２２，
２３，２４を搭載するので、図１における充電ユニット８は搭載しない。その他の構成、
すなわち制御手段６、制御用電源７、制御手段６の要求により電動機等の負荷１０を駆動
する駆動手段９、および制御手段６からのＳＷ１ｎ制御信号により放電（給電）させる電
池ユニットを切り換えるための３個のスイッチＳＷ１１，ＳＷ１２，ＳＷ１３を備える点
は、第１の実施形態と同様である。
【０１０９】
　各電池ユニット２２，２３，２４の充電手段２５，２６，２７は、それぞれ商用電源１
００と直接に接続され、且つ、それぞれ同じユニット内の記憶手段１１，１２，１３に記
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憶されている情報を参照して、同じユニット内の組蓄電池２Ｂ，３Ｂ，４Ｂを充電するよ
うに構成されている。電池ユニットを３組搭載した例を示しているが、２組以上搭載すれ
ばよい。
【０１１０】
　次に、この実施形態の電動装置における充電動作について説明する。
　商用電源１００もしくはそれに代わる電源が、複数の電池ユニット２２，２３，２４の
充電手段２５，２６，２７に供給されると充電動作に入る。
【０１１１】
　まず、各電池ユニット２２，２３，２４は、それぞれ同じユニット内の記憶手段１１，
１２，１３にアクセスし、充電に必要な各組蓄電池２Ｂ，３Ｂ，４Ｂに記憶されている情
報を読み出して取得し、同じユニット内の組蓄電池の充電が必要であると判断するとその
組蓄電池に対して充電を開始する。そして、その組蓄電池が満充電になった時は、その充
電情報を同じユニット内の記憶手段に書き込んで充電動作を終了する。
【０１１２】
　また、充電途中で充電動作を打ち切った時は、それまでの充電情報を、充電終了の場合
と同様にして同じユニット内の記憶手段に書き込み、以後の充放電の際にその情報を活用
できるようにする。
【０１１３】
　上述の充電動作は、複数の電池ユニット２２，２３，２４がそれぞれ独立して充電処理
を行なうようにした例である。しかしながら、複数の電池ユニットで同時に充電が行われ
ると、商用電源１００あるいはそれに変わる電源への要求電力が大きくなり、例えば家庭
用電源の場合にはブレーカスタックが落ちるという不都合が生じる可能性がある。
【０１１４】
　このような問題を解決する手段としては、後述する図１２によって説明するように、そ
れぞれ各電池ユニット２２，２３，２４が有する充電手段２５，２６，２７間を図示しな
いコネクタと信号線によって接続するようにし、その信号線による情報交換ルートにより
、各充電手段２５，２６，２７が相互に情報を授受し、組蓄電池２Ｂ，３Ｂ，４Ｂを充電
する順位を決めて、順次充電するように制御することもできる。
【０１１５】
　各記憶手段１１，１２，１３が有する情報の内容如何により、必要な商用電源もしくは
それに代わる電源を用意するか、あるいは商用電源もしくはそれに代わる電源の電力容量
に見合った電力要求となるようにして順次充電を行うか、あるいは複数の組蓄電池２Ｂ，
３Ｂ，４Ｂの充電量を制御してこれに対応することができる。
【０１１６】
　一方、この実施形態においては、各電池ユニット２２，２３，２４では、それぞれ組蓄
電池２Ｂ，３Ｂ，４Ｂと充電手段２５，２６，２７とが常時接続されているので、図示は
省略しているが例えばダイオード又は逆流防止回路等を組蓄電池と充電手段との間に介挿
して、組蓄電池２Ｂ，３Ｂ，４Ｂから充電ユニット２５，２６，２７への電流の逆流防止
を図る必要がある。
【０１１７】
　次に、以上説明したこの電動装置における充電動作を、図１１及び図１２のフローチャ
ートによってさらに詳細に説明する。
　図１１のフローチャートによる充電動作は、図２に示した各電池ユニット２２，２３，
２４の充電手段２５，２６，２７が、それぞれ独立して充電動作を行なう場合である。
【０１１８】
　商用電源１００あるいはそれに代わる電源が、各電池ユニット２２，２３，２４の充電
手段２５，２６，２７に供給されると、その各充電手段２５，２６，２７が図１１のフロ
ーチャートに示す充電動作に入る。どの電池ユニットでも同様な動作を行なうが、以下に
電池ユニット２２の場合を例に説明する。
【０１１９】
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　電池ユニット２２において、充電手段２５はまず記憶手段１１にアクセスし、そのデー
タが正常か否かを判断する。正常な場合は、その記憶手段１１から取得した情報から組蓄
電池２Ｂの充電の必要性を判断する。そして、充電が必要と判断すると、組蓄電池２Ｂの
充電を開始する。充電を開始した後は当該充電の停止指令がない限り充電を継続し、充電
が完了したか否かを判断し、完了すると、そのときの充電情報を記憶手段１１に書き込ん
で充電動作を終了する。
【０１２０】
　充電動作を開始し、記憶手段１１にアクセスした結果、正常データでなかった時はエラ
ーとして充電動作は行わない。このような場合は、その原因追求等の処置をした後、再び
充電動作に入ることになる。また、記憶手段から取得した情報から組蓄電池２Ｂの充電の
必要性を判断した結果、充電不要と判断したときは、それで充電動作を終了する。
【０１２１】
　一方、充電を開始した後充電停止の指令があった時は、充電途中であってもそれまでの
充電情報を、記憶手段１１に書き込んで充電動作を終了するようにしている。
【０１２２】
　ところで、上述のような充電動作を複数の電池ユニットで同時に行うと、既に説明した
ように、要求電力が大きくなり過ぎて、商用電源１００の給電路に設けられたブレーカス
タックが落ちる場合がある。
　このような不都合の発生を防止するために、図１２のフローチャートに示す順次充電を
行なうとよい。
【０１２３】
　この場合は、図２に示した電動装置１に搭載されている各電池ユニット２２，２３，２
４の充電手段２５，２６，２７の間に、相互に情報を授受できるルートを設けておく。そ
して、各充電手段２５，２６，２７が、それぞれ記憶手段１１，１２，１３から取得した
情報を交換して、各組蓄電池２Ｂ，３Ｂ，４Ｂの充電順序を任意に決めることが出来る。
【０１２４】
　例えば、各記憶手段から取得した情報に基づいて、各組蓄電池の残存容量から充電必要
量を求め、時間換算して必要充電時間を算出し、その必要充電時間が短い電池ユニットの
組蓄電池から順に充電する方法がある。また、各組蓄電池の残存容量が少ない（最も放電
した）順に充電する方法、あるいは残存容量の大小に関係なく、各電池ユニットの組蓄電
池を予め決めた順に充電する方法もある。
さらに、単位時間当たりの充電容量が大きい組蓄電池から順次充電する方法等もある。
【０１２５】
　図１２のフローチャートに示す例では、最初のステップで、装着されている各電池ユニ
ット２２，２３，２４の充電手段２５，２６，２７が、互いに他の電池ユニットの充電手
段と情報の授受を行ない、装着されている電池ユニットの数をそれぞれ認識し、充電の必
要性と充電時間の情報を得る。
【０１２６】
　次いで、充電が必要な電池ユニットの数を判断する。その判断の結果、充電が必要な電
池ユニットの数が３の場合は、充電時間の短い方から２つの電池ユニットを選び、その各
組蓄電池に充電を開始する。充電が必要な電池ユニットの数が３でない場合は、その充電
が必要な電池ユニットの充電を開始する。
　そして、充電中も各充電手段２５，２６，２７は常に他の電池ユニットと情報の授受を
行い、相互に組蓄電池の充放電状況に関する最新の情報を得る。
【０１２７】
　充電中に充電停止指令があると、充電動作中の充電手段が同じユニットの記憶手段にそ
れまでの充電情報を書き込んで、充電動作を終了する。
　充電停止命令がなければ充電動作を継続し、充電を完了したものがあるか否かの判断を
する。その判断の結果、なければ各充電手段間で情報の授受を行ないながら充電動作を継
続する。
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【０１２８】
　充電を完了したものがあると、充電を完了した電池ユニットの充電手段は、そのとき有
する充電情報を同じユニットの記憶手段に書き込む。
　次いで、各充電手段相互間の授受情報に基づき、さらに充電が必要な電池ユニットがあ
るか否かを判断し、あれば充電が必要な電池ユニットの数が３か否かの判断に戻り、上述
の充電動作を繰り返し、充電が必要な電池ユニットの組蓄電池の充電を行なう。
【０１２９】
　そして、その充電を完了した後、充電が必要なものがあるかの判断の結果が「ない」の
場合は、必要な全ての電池ユニットの組蓄電池への充電が完了したと判断して、充電動作
を終了する。
【０１３０】
　次に、この第２の実施形態における充電電力制御に関する充電電力（充電量）の制限プ
ロセスを、図１３及び図１４のフローチャートによって説明する。
　 Ni-Cd電池や Ni-MH電池のように定電流充電で－ΔＶあるいはΔＶ（高精度）ピークを検
出するものでは、充電電流を抑えて充電電力を落とすことは困難であるが、リチウム－イ
オン、鉛電池のように定電圧・定電流充電のものは、充電電流を落として充電電力を落と
すことが容易となる。
【０１３１】
　そこで、以下に説明する例では、電池の種類は別として充電電流（電力）を制御するこ
とができ、さらに、充電電圧及び充電電流の検知を可能にし、充電電力を算出する機能を
持たせている。
【０１３２】
　商用電源１００を用いて複数の電池ユニット２２，２３，２４の各充電手段２５，２６
，２７が、図１３に示す充電電力制御動作を開始すると、まず、電動装置１に装着されて
いる各電池ユニットの充電手段が、他の電池ユニットの充電手段と情報の授受を行ない、
装着されている各電池ユニットの充電の必要性と充電時間の情報を得る。
【０１３３】
　次いで、充電が必要な電池ユニットはあるか否かの判断を行ない、充電が必要な電池ユ
ニットがない時は、それで全ての充電手段の充電動作を終了する。
　充電が必要な電池ユニットがある時は、充電時間の最も短い電池ユニットは、商用電源
からの電力量を超えず、且つ充電手段の最大能力の範囲内で充電を開始する。
【０１３４】
　ここで商用電源の電力量とは、例えば、充電電圧と充電電流および充電部の効率から商
用電源の電力量を求めることが出来る。充電を開始した後も、複数の電池ユニット各充電
手段はその充電制御機能によって、商用電源の電力量を含む充電情報の授受を行う。その
後図１４に示す終了まで処理は、上記処理の繰り返しと図１２によって説明した順次充電
の場合と同様な処理を行なうので、その説明を省略する。
【０１３５】
　以上説明したように、この実施形態においては、常に各充電手段２５，２６，２７の間
で充電情報の授受を行うことにより、搭載されている全ての電池ユニットの充電情報を各
々が把握し、各電池ユニット２２，２３，２４の組蓄電池２Ｂ，３Ｂ，４Ｂのいずれかの
充電が完了した時、もしくはその途中においても、常に次に充電を必要とする電池ユニッ
トがあるかどうかを判断する。
【０１３６】
　そして、それがある時は、次に充電時間の短い電池ユニットが商用電源１００からの電
力量を超えず、且つ充電手段の最大能力内で充電を開始する。
　つまり、各電池ユニットの充電手段それぞれが、互いに他の全ての電池ユニットの充電
手段の充電情報を把握していることにより、各々が商用電源１００に要求している総電力
を把握出来る。
【０１３７】
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　この総電力の把握により、各充電手段は自己の充電電力を調整して、常に商用電源１０
０の能力以内での並行充電を可能にする。
　このことは、例えばリチウム－イオン電池のように、定電流・定電圧方式で充電を行な
う電池の場合で言えば、定電流からスタートし、電圧が低いときには充電電力が小さく、
電圧が上がって行くに従って充電電力が増大し、規定された電圧で定電圧モードに入る時
に充電電力が最大となり、その後充電電流の減少により充電電力が減少するという特性を
持っている。
【０１３８】
　このように、充電状態により必要な充電電力が変化する特性を利用して、商用電源の許
容電力一杯で各充電手段を動作させることにより、効率の良い充電が可能になる。これは
、定電流・定電圧方式で充電する電池についての記述であるが、他の特性を持つ電池であ
っても、その特性の把握と充電制御により、当然同様な効果を得ることが出来る。
【０１３９】
　図１３及び図１４で説明した例では、充電時間が最も短い電池ユニットの組蓄電池から
順に充電を開始するようにしているが、これを充電電力が大きな電池ユニット部から充電
、あるいは充電電力が小さい電池ユニットから充電等に変更してもよい。いずれにしても
、組蓄電池の電池特性や電動装置の特性に合った充電順序を決めて充電することにより、
その目的は達成される。
【０１４０】
　このようにして組蓄電池を充電し終わった電池ユニットは、その充電手段がそのとき充
電制御手段により充電情報をその記憶手段に書き込んで全ての電源手段の充電が終了する
まで待機し、全ての充電が終了することにより、充電動作は完了する。又、商用電源の切
断或いは充電停止操作により充電が停止された時は、充電動作を開始していた電源手段は
、前記同様にそれまでの充電情報を各々の記憶手段に書き込んで終了する。
【０１４１】
　図５は、図２における１組の電池ユニットを、電動装置１から取り外して組蓄電池を充
電する場合の充電方法を示した図であり、電池ユニット２２の例を示している。前述した
電動装置１上での充電方法と相違する点は、複数の電池ユニットの各組蓄電池を順次充電
するのではなく、各電池ユニット２２，２３，２４をそれぞれ電動装置１から取り外し、
その充電手段２５，２６，２７を商用電源１００に接続して、単体でその組蓄電池２Ｂ，
３Ｂ，４Ｂをそれぞれ充電し、再び電動装置１に搭載するのである。
【０１４２】
　また、複数の電池ユニットを取り外す場合には、電動装置１に搭載時と同様に、各電池
ユニットの充電手段相互間で充電情報の授受が可能のように接続すれば、一つの商用電源
取り出し口に複数の電池ユニットを接続した時でも、その商用電源の許容電力内での並行
充電動作が可能になる。
【０１４３】
　この実施形態によれば、電動装置に充電ユニットを搭載したり、あるいは別に充電装置
を備える必要がなく、商用電源さえあれば、いつでも何処でも、電池ユニット毎にその組
蓄電池を充電することができる。また、複数の電池ユニットの組蓄電池を充電する場合に
は、上述のような順次充電や充電電力制御を容易に行なうことができる。
【０１４４】
　〔第３の実施形態〕
　図３は、この発明の第３の実施形態を示す電池ユニットを搭載した電動装置のブロック
回路図であり、図１と同等な部分には同一の符号を付してあり、それらの説明は省略する
。
【０１４５】
　この図３に示す第３の実施形態の電池ユニット３２，３３，３４は、それぞれ第１の実
施形態の電池ユニットと同様に、組蓄電池２Ｂ，３Ｂ，４Ｂとその充放電状況に関する情
報を記憶する記憶手段１１，１２，１３とを対にして一体化するとともに、それぞれ組蓄
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電池２Ｂ，３Ｂ，４Ｂと直列にスイッチＳＷａ，ＳＷｂ，ＳＷｃを設けている。
【０１４６】
　この各スイッチは、図１における充電ユニット８内に設けたスイッチＳＷ２１，ＳＷ２
２，ＳＷ２３と、制御手段６に制御されるスイッチＳＷ１１，ＳＷ１２，ＳＷ１３とを兼
ねた機能を果たし、製品のコストダウンを図ることができる。
【０１４７】
　そして、この各電池ユニット３２，３３，３４は、電動装置１の本体に着脱可能に搭載
される。その各電池ユニット３２，３３，３４は、それぞれ組蓄電池２Ｂ，３Ｂ，４Ｂと
スイッチのＳＷａ，ＳＷｂ，ＳＷｃの直列回路およびその各スイッチＳＷａ，ＳＷｂ，Ｓ
Ｗｃの制御端子、並びに記憶手段１１，１２，１３を外部に接続するための端子（コネク
タＢａ１～Ｂａ６，コネクタＢｂ１～Ｂｂ６，およびコネクタＢｃ１～Ｂｃ６のそれぞれ
ユニット側の端子 )を設けている。
【０１４８】
　そして、電動装置１の各電池ユニット装着部には、各電池ユニット３２，３３，３４の
着脱に伴って上記各端子と電気的に接離するコネクタＢａ１～Ｂａ６，コネクタＢｂ１～
Ｂｂ６，およびコネクタＢｃ１～Ｂｃ６のそれぞれ固定端子を設けている。
【０１４９】
　この第３の実施形態の電動装置１は、上述した複数の電池ユニット３２，３３，３４を
搭載すると共に、充電手段５を設けた充電ユニット１８を着脱可能に搭載している。さら
に、制御手段６、制御用電源７、および制御手段６の要求により電動機等の負荷１０を駆
動する駆動手段９を備えている点は図１に示した第１の実施形態と同様であるが、制御手
段６に制御されるスイッチＳＷ１１，ＳＷ１２，ＳＷ１３は設けていない。
【０１５０】
　その充電ユニット１８は、図１における充電ユニット８からスイッチＳＷ２１，ＳＷ２
２，ＳＷ２３を省略して、３つのコネクタＣｒ１，Ｃｒ２，Ｃｒ３にそれぞれＳＷ制御信
号を個別に出力するようにし、図１における３個のアース側コネクタＣｇ１，Ｃｇ２，Ｃ
ｇ３を１個のアース側コネクタＣｇ１にまとめたものである。
【０１５１】
　この実施形態では、各電池ユニット３２，３３，３４内にそれぞれスイッチＳＷａ，Ｓ
Ｗｂ，ＳＷｃを設けたことに対応して、充電ユニット１８の充電手段５は、その充電制御
機能に基づくＳＷ制御信号によって、各電池ユニット３２，３３，３４内のスイッチＳＷ
ａ，ＳＷｂ，ＳＷｃをそれぞれ個別に開閉制御する。
　また、制御手段６も、その制御機能に基づくＳＷ制御信号によって、各電池ユニット３
２，３３，３４内のスイッチＳＷａ，ＳＷｂ，ＳＷｃをそれぞれ個別に開閉制御できる。
【０１５２】
　ここで、充電手段５からのＳＷ制御信号と制御手段６からのＳＷ制御信号の何れかに優
先度を持たせ、例えば充電手段５に優先度を持たせる場合、商用電源１００に接続された
ことを検知して制御手段６にその情報を伝え、制御手段６からのＳＷ制御信号の出力を禁
止することにより、３個のスイッチＳＷａ，ＳＷｂ，ＳＷｃの正常な動作が確保される。
【０１５３】
　また、制御用電源７の機能である何れかの電池ユニットが搭載された時に、制御手段６
に必要な電力供給を行うため、電池ユニット３２，３３，３４のスイッチされない組蓄電
池２Ｂ，３Ｂ，４Ｂの出力を制御用電源７に供給するためのコネクタ回路が設けられてい
る。
【０１５４】
　この第３の実施形態の電動装置における充電動作は、図１に示した第１の実施形態にお
ける充電ユニット８内の各スイッチＳＷ２１，ＳＷ２２，ＳＷ２３を、各電池ユニット３
２，３３，３４内にそれぞれ設けたスイッチＳＷａ，ＳＷｂ，ＳＷｃに置き換えたこと、
およびＳＷ２ｎ制御信号を、ＳＷ制御信号に置き換えた点に相違はあるものの、それ以外
は、図７及び図８に示した第１の実施形態における充電動作と同様であるので、ここでは
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説明を省略する。
【０１５５】
　この第３の実施形態の電動装置１による稼働（負荷駆動）動作は、図１に示したスイッ
チＳＷ１１，ＳＷ１２，ＳＷ１３を、各電池ユニット３２，３３，３４内にそれぞれ設け
たスイッチＳＷａ，ＳＷｂ，ＳＷｃに置き換えたこと、及び第１の実施形態（図１）にお
けるＳＷ１ｎ制御信号を、ＳＷ制御信号に置き換えた点に相違があるが、それ以外は、図
９および図１０に示した第１の実施形態の電動装置１の動作と同様であるので、ここでは
説明を省略する。
【０１５６】
　図６は、図３に示した電動装置１から、充電ユニット１８及び複数の電池ユニット３２
，３３，３４を取り外して充電する状態を示すものである。その充電動作は、図７及び図
８のフローチャートによって説明した第１の実施形態による充電動作とと同様であるので
、ここでは省略する。
【０１５７】
　なお、図２に示した第２の実施形態の電池ユニット２２，２３，２４においても、それ
ぞれ組蓄電池２Ｂ，３Ｂ，４Ｂに直列にスイッチを外部からオン／オフ制御可能に設ける
ことにより、スイッチＳＷ１１、ＳＷ１２、ＳＷ１３を省略することが可能である。
【０１５８】
　次に、この発明の最も特徴とする点、すなわち組蓄電池とその充放電状況に関する情報
等を記憶する記憶手段（メモリ）とを対にして一体化し、電池ユニットを構成したことに
よる効果について説明する。
【０１５９】
　この発明による電池ユニットの記憶手段に記憶させる情報としては、少なくとも同じユ
ニット内の電池（組蓄電池）の充放電状況に関する情報を含む次のような種々の情報があ
る、
　 (1) 電池の定格容量、充電特性、放電負荷特性、サイクル特性、保存特性、温度特性等
の電池特性。
【０１６０】
　 (2) 充電開始電圧、充電積算容量、充電時温度、放電積算容量、放電時温度、放電終了
時電圧、残容量、放電サイクル数、充放電容量実績、使用時温度等の充放電履歴。
　 (3) 電池の容量、充電特性、放電負荷特性等の電池特性、及び電池の管理・制御に使用
している基本定数等の補正データ。
　これらの電池特性による管理情報、電池使用時の環境・実績情報、電池の使用実績によ
る各情報の補正情報、必要に応じて電池に影響を与える電動装置の特性情報等がある。
【０１６１】
　このように、この発明は、電池ユニットに記憶手段を一体化して取り扱うことにより、
電池ユニット内の電池（組蓄電池）の容量、充電特性、放電負荷特性等の電池特性の状態
を常時把握できる。その結果、次のような多くの効果が得られる。
【０１６２】
　 (1) 各電池ユニットの記憶手段により、完全（満）充電あるいは中途充電、放電途中等
の電池の状態に関係なく、残量管理下での使用が可能になり、電池ユニットの自由な入れ
替えができる。
【０１６３】
　 (2) 各電池ユニットの記憶手段の情報により、少残容量の電池ユニットから充電するか
、多残容量の電池ユニットから充電するか、あるいは補正サイクル数の情報に基づき、充
放電サイクル数の少ない電池ユニットから充電して使用率を平均化するか、等の充電順序
の判定が出来、使用者の意思あるいは電池及び電動装置の特性に合ったものから充電する
ことができる。
【０１６４】
　 (3) 各電池ユニットの記憶手段の情報に基づき、メモリ効果が生じる電池を使用した場
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合に、少残容量の電池ユニットからの放電、あるいは履歴情報によりメモリ効果が生じや
すい電池ユニットから放電して、放電終了電圧まで放電する機会を増加してメモリ効果を
防止したり、充放電サイクル数の少ない電池部から放電して使用率を平均化する等の放電
順序の判定ができる。
【０１６５】
　 (4) 充放電履歴情報の容量変化率、充放電の繰り返し情報等により、メモリ効果が生じ
る可能性がある時は自動的にリフレッシュ後の充電としたり、残容量が規定値以下の場合
のみ自動的にリフレッシュを行なうようにして、リフレッシュ時間の短縮が図れる。
【０１６６】
　 (5) 各電池ユニットの記憶手段の充放電履歴情報における充電情報および放電情報から
、充放電順序を最適に決定することにより完全充電又は完全放電の確率の増加を図り、充
放電動作の区切りで電池の残存容量管理の補正を行うことにより、電池ユニットの電池の
残存容量の検知精度を向上でき、的確な電動装置の稼動が可能になる。
【０１６７】
　 (6) 各電池ユニットの記憶手段からの充放電サイクル数、充放電容量実績等の使用履歴
情報により、電池の寿命の判定が可能になり、例えば充放電回数の少ない電池ユニットか
ら放電させるなど、電池寿命の平均化を図ることができる。
【０１６８】
　 (7) 特に Ni-Cd、 Ni-MH電池等のメモリ効果が生じる特性を有する電池を使用する場合、
充放電履歴情報における放電終了電圧情報に基づき、放電順序により放電終了電圧への到
達率の向上を図り、メモリ効果が生じやすい電池ユニットから放電を開始することにより
、メモリ効果を回避することができる。
【０１６９】
　 (8) 電池ユニットの記憶手段からの電池の定格容量、放電負荷特性等の電池特性情報と
、充放電履歴情報及び補正データ等に基づき、同種類の電池であるが各電池ユニット間の
容量が異なる電池を管理することにより、異容量電池の混在使用ができる。
【０１７０】
　 (9) 複数の電池ユニットの構成において、異種の電池を設けた電池ユニットが混在する
場合であっても、各電池ユニットの記憶手段の電池特性情報、充放電履歴情報、及び補正
データ等に基づき、それぞれの各電池を管理することにより、異種電池の混在使用ができ
る。
【０１７１】
　 (10)電池（組蓄電池）と、電池特性情報や充放電履歴情報及び補正データ等の情報を記
憶する記憶手段とを対にし、一体化して電動装置に脱着可能なユニットとしたことにより
、複数の電池ユニットを有する電動装置で電池ユニットの共用化が可能になるため、電池
スタンド等による電池充電の利便化が図れる。
【０１７２】
　 (11)電動機を使用した場合、電池部を複数に分割したこと、及び電池部と記憶手段を一
体化したことにより、その回生電力を搭載した電池ユニットの放電深度の深い電池に供給
することにより、より大きな回生電力の回収が可能になり、回収効率の向上を図れる。
【０１７３】
　 (12)必要容量の電池ユニットを複数搭載することにより、単一の電池ユニットのみでも
電動装置を稼動でき、且つその電池ユニットが稼動中であっても他の電池ユニットを充電
することができる。
　 (13)各電池ユニットに充電手段を一体に設けた場合には、各電池ユニットの同時充電が
可能になり、充電時間の短縮を図れる。
【０１７４】
【発明の効果】
　以上説明してきたように、この発明によれば、電動二輪車や電動車椅子等の電動装置の
駆動エネルギ源となる電池部を、取り扱い容易にし、且つ常に効率よく利用することがで
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きる。
　すなわち、人手による電池部の取外し及び持ち運びを容易にし、充電の際に必ずしも電
動装置を商用電源に接続できる場所に移動させる必要がなくなるとともに、電池部を搬送
するための特別な運搬装置も不要になる。
【０１７５】
　また、特別な充電装置を必要とせず、複数組の電池部を設けた電動装置の稼動と電池部
の充電を並行して行なうことも可能になる。さらに、電池部の電池特性の管理が可能で、
複数組の電池部の充放電をその各電池特性に合わせて自由に選択することもできる。した
がって、異なる種類の組電池でも組み合わせて使用可能になる。
【０１７６】
　電動装置の電池部として、Ｎｉ－Ｃｄ電池のようにいわゆるメモリ効果が生じる二次電
池（蓄電池）を使用する場合のメモリ効果を防止し、そのリフレッシュを不要にすること
もできる。それによって、電池の長寿化を図ることができる。
【０１７７】
　また、電池スタンドなどに充電装置を設置して充電の利便化を図ることができ、電池部
を電動装置から取り外しても、その充放電状況を高精度で知ることができるので、常に最
適な充電制御が可能になる。
　さらに、電動機等の負荷側からの回生電力を電池部に効率よく還元して、有効に活用す
ることもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の第１の実施形態を示す電池ユニットを搭載した電動装置のブロック
回路図である。
【図２】　この発明の第２の実施形態を示す電池ユニットを搭載した電動装置のブロック
回路図である。
【図３】　この発明の第３の実施形態を示す電池ユニットを搭載した電動装置のブロック
回路図である。
【図４】　図１に示した電動装置から充電ユニット及び複数の電池ユニットを取り外して
充電する場合の接続状態を示す図である。
【図５】　図２に示した電動装置から１個の電池ユニットを取り外して充電する場合の図
である。
【図６】　図３に示した電動装置から充電ユニット及び複数の電池ユニットを取り外して
充電する場合の接続状態を示す図である。
【図７】　図１に示した電動装置における充電手段による電池ユニットの充電動作を示す
フローチャートである。
【図８】　同じくその続きのフローチャートである。
【図９】　図１に示した電動装置の稼働時における制御装置による動作を示すフローチャ
ートである。
【図１０】　同じくその続きのフローチャートである。
【図１１】　図２に示した電動装置における各電池ユニットの充電手段による独立した充
電動作を示すフローチャートである。
【図１２】　図２に示した電動装置における各電池ユニットの充電手段が相互に情報を授
受して、各組蓄電池を順次充電する場合の動作を示すフローチャートである。
【図１３】　図２に示した電動装置における各電池ユニットの充電手段が相互に情報を授
受して、各組蓄電池を充電電力制御しながら充電する場合の動作を示すフローチャートで
ある。
【図１４】　同じくその続きのフローチャートである。
【図１５】　従来の組蓄電池及びその充電装置を搭載した電動装置の一例を示すブロック
図である。
【図１６】　従来の組蓄電池及びその充電装置を搭載した電動装置の他の例を示すブロッ
ク図である。
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【図１７】　従来の組蓄電池及びその充電装置を搭載した電動装置のさらに他の例を示す
ブロック図である。
【図１８】　従来の組蓄電池を搭載した電動装置と別に設けた充電装置による組蓄電池の
充電状態の例を示すブロック図である。
【図１９】　従来の組蓄電池を搭載した電動装置と別に設けた充電装置による組蓄電池の
充電状態の他の例を示すブロック図である。
【図２０】　従来の組蓄電池を搭載した電動装置と別に設けた充電装置による組蓄電池の
充電状態のさらに他の例を示すブロック図である。
【符号の説明】
１：電動装置　　　　　２，３，４：電池ユニット
２Ｂ，３Ｂ，４Ｂ：組蓄電池
５：充電手段　　　　　６：制御手段
７：制御用電源　　　　８，１８：充電ユニット
９：駆動手段　　　　　１０：負荷（電動機等）
１１，１２，１３：記憶手段
２２，２３，２４：電池ユニット
２５，２６，２７：充電手段
３２，３３，３４：電池ユニット
１００：商用電源
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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